
ご　質　問 回　　答

1
補助金の対象を具体的に

教えてください。

①医療意見書のオンライン登録のための院内システム改修経費

②医療意見書のオンライン登録に向けたシステム環境整備の実施に必

要不可欠であり、本事業のみで使用する備品等の購入費用

例）パソコン、プリンター、USB媒体、wi-fiルーター、タブレット等

※プリンター、USB媒体などのパソコン周辺機器については、パソコ

ンとの抱き合わせでの購入に限らず、単体での購入も補助対象となり

ます。

※ただし、wi-fiの月額料金、パソコンの月々の保証等のランニングコ

ストについては、補助対象に含まれません。

2
オンライン登録を行うためには専用の

パソコンが必要となるのでしょうか。

要件を満たしていれば、既存のパソコンをご利用いただけます。

既存のパソコンが要件を満たしていない、又は、既存業務と分けた専

用のパソコンでの処理を希望する場合は新たなパソコンの購入をご検

討ください。

なお、パソコンの要件は甲府市ホームページにて公開している「別添_

難病・小慢DB更新に関する医療機関向け周知資料（詳細）」の5ペー

ジ目をご覧ください。

3

要件を満たしている既存のパソコンが

ある場合、環境整備を行わなくてもオンラ

イン登録は可能ですか。

環境整備を行わなくても、オンライン登録可能と思われます。オンラ

イン登録を行う指定医は、甲府市へID、パスワードの発行申請をし、

後日接続環境の確認を行ってください。詳しくは甲府市ホームページ

にて公開している「難病小慢DBに関する周知資料」をご覧ください。

4

山梨県が指定する難病指定医と、甲府市が

指定する小慢指定医が勤務しています。補

助金の申請は山梨県と甲府市どちらに行え

ばよいですか。

難病及び小慢指定医が勤務する医療機関は、山梨県への申請（山梨県

医療機関システム環境整備事業費補助金（指定難病））を優先してく

ださい。

※難病指定医と小慢指定医が勤務している場合でも、補助を受けるこ

とができるのは１回に限り、補助上限額は50,000円です。

5
診断書のオンライン登録について、概要や

運用のイメージを教えてください。

詳しくは、甲府市ホームページにて公開している「難病・小慢DB更新

に関する設計状況の情報共有（2022年2月）」の16ページ目及び32ペー

ジ目以降をご覧ください。

6
診断書のオンライン登録を行わなかった場

合、何らかの対応が必要となりますか。

現時点でオンライン登録は義務化されておりません。これまでのとお

り、手書きや院内システムから出力された診断書をご作成いただくこ

ととなります。

7
現時点で診断書のオンライン登録を実施す

る予定はない場合、対応は必要ですか。

オンライン登録を実施しない、又は、実施するが補助金は不要といっ

た場合、交付申請は必要ありません。

※

※

この他、ご質問に対する国からの回答については、甲府市ホームページにて公開している「オンライン化

に関するFAQ」をご確認ください。

補助金は甲府市から交付しますが、診断書のオンライン登録については国が進めている事業となります。

ご質問がある場合は甲府市ホームページにて公開している「問い合わせシート」にご入力いただき、メー

ルにて送付願います。（国へ送付し、国からの回答をお知らせします。）
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